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二
見　
　

昇

公
明
党　
　
　

内
山　

恵
子

創
政
会 

武
藤　

俊
宏

議
案
は
、こ
の
よ
う
に 

審
議
さ
れ
ま
す 

市長や議員 
が提出 

本
会
議
で
議
案 

の
提
案
説
明 

委
員
会
審
査 

議
案
に
対
す
る
質
疑 

本
会
議
で
委
員
会
の 

審
査
結
果
を
報
告 

報
告
に
対
す
る
質
疑 

討
　  

論（
賛
成

反
対
） 

採
　  

決（
可
決

否
決
） 

所
管
委
員
会
に
付
託 

（
審
査
を
委
ね
る
こ
と
） 

 

市長に結果を送付 

意見書は国・県など 
関係行政庁に提出 

委員会で審査をしないもの 

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
市
内

感
染
拡
大
防
止
対
策
と
、
長
期
化

が
予
想
さ
れ
る
コ
ロ
ナ
禍
で
の
今

後
の
対
策
に
つ
い
て

　

Ｑ　

感
染
者
と
の
接
触
有
無
が

早
期
に
判
明
し
、
行
動
を
自
粛
す

る
こ
と
は
、
感
染
拡
大
防
止
に
つ

な
が
る
。
国
の
接
触
確
認
ア
プ
リ

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ａ
な
ど
を
積
極
的
に
Ｐ

Ｒ
し
、
普
及
啓
発
に
努
め
て
は
。

　

Ａ　

市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
防
災

行
政
用
無
線
で
周
知
し
た
が
、
広

報
な
ど
で
も
紹
介
し
て
い
く
。

　

Ｑ　

感
染
を
減
ら
す
た
め
、
非

対
面
申
請
手
続
き
な
ど
電
子
化
が

重
要
だ
が
、ど
う
考
え
て
い
る
か
。

　

Ａ　

非
対
面
で
の
対
応
は
、
本

人
確
認
や
手
数
料
の
収
納
方
法
に

課
題
が
あ
る
が
、
今
後
ま
す
ま
す

求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

Ｑ　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

所
有
者
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
を
し
た
際
に
還
元
さ
れ
る
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
は
、
景
気
対
策

と
な
り
、
カ
ー
ド
の
普
及
も
期
待

で
き
る
。
普
及
に
伴
う
支
援
が
必

要
で
あ
る
が
、
本
市
の
状
況
は
。

　

Ａ　

申
請
方
法
が
分
か
ら
な
い

方
な
ど
の
た
め
に
、
市
民
課
の
窓

口
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
設
置 

し
、
職
員
が
支
援
し
て
い
る
。

　

Ｑ　

感
染
の
不
安
や
働
き
方
の

変
化
な
ど
、
市
民
へ
の
影
響
は
家

庭
内
に
も
及
ん
で
い
る
。
今
後
の

対
策
へ
の
一
助
と
な
る
、
市
民
生

活
の
実
態
調
査
を
実
施
し
て
は
。

　

Ａ　

感
染
収
束
が
見
え
ず
、
生

活
に
影
響
が
あ
る
中
で
は
時
期
尚

早
と
考
え
る
が
、
今
後
、
対
策
本

部
会
議
な
ど
で
検
討
し
て
い
く
。

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

を
踏
ま
え
た
避
難
所
に
つ
い
て

　

Ｑ　

自
力
で
歩
行
困
難
な
避
難

行
動
要
支
援
者
を
地
域
住
民
だ
け

で
避
難
さ
せ
る
の
は
困
難
と
思
う

が
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

　

Ａ　

民
生
委
員
な
ど
地
域
の
方

と
も
避
難
誘
導
な
ど
、
支
援
の
調

整
を
し
て
お
り
、
地
域
に
合
わ
せ

た
共
助
の
力
が
発
揮
で
き
る
環
境

づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

Ｑ　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

感
染
し
て
い
る
自
宅
療
養
者
の
避

難
場
所
は
指
定
さ
れ
て
い
る
か
。

ま
た
、
誰
が
搬
送
を
す
る
の
か
。

　

Ａ　

自
宅
療
養
者
が
避
難
す
る

際
は
、
県
協
定
施
設
が
受
け
入
れ

る
。
災
害
時
、
市
の
要
請
に
基
づ

き
、
搬
送
手
段
の
手
配
や
受
け
入

れ
を
県
が
担
任
し
、
自
宅
か
ら
宿

泊
医
療
施
設
ま
で
送
迎
さ
れ
る
。

●
学
校
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
防
止
策
に
つ
い
て

　

Ｑ　

学
校
の
再
開
に
当
た
り
、

感
染
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る
た 

め
、
児
童
・
生
徒
が
登
校
し
て
き

た
時
に
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
。

　

Ａ　

児
童
・
生
徒
は
毎
朝
、
家

で
検
温
し
、
健
康
観
察
票
を
提
出

し
て
い
る
。忘
れ
た
場
合
は
、別
室

で
教
職
員
が
検
温
し
、
安
心
し
て

登
校
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

　

Ｑ　

感
染
防
止
対
策
と
し
て
、

共
同
で
使
用
す
る
ド
ア
や
水
道
の

蛇
口
、
ト
イ
レ
、
教
材
な
ど
の
消

毒
は
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
。

　

Ａ　

終
業
後
、
教
職
員
が
分
担

を
し
て
消
毒
作
業
を
実
施
し
て
い

た
が
、
現
在
は
追
加
配
置
さ
れ
た

補
助
職
員
が
行
っ
て
い
る
。

●
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財
務
書

類
に
つ
い
て

　

Ｑ　

統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財

務
書
類
は
、
資
産
や
負
債
、
減
価

償
却
費
な
ど
を
補
完
す
る
資
料
だ

が
、
書
類
か
ら
得
ら
れ
る
指
数
や

分
析
結
果
を
今
後
の
予
算
編
成
や

資
産
管
理
に
活
用
し
て
は
。

　

Ａ　

限
ら
れ
た
財
源
を
効
果 

的
、
効
率
的
に
使
用
す
る
た
め
、

経
年
比
較
や
書
類
の
数
値
か
ら
得

ら
れ
る
指
標
を
用
い
た
分
析
を
行

い
、
活
用
し
て
い
き
た
い
。

●
綾
瀬
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
つ
い
て

　

Ｑ　

公
共
施
設
の
更
新
な
ど
は

費
用
面
の
課
題
が
あ
る
。
将
来
に

向
け
、
財
政
負
担
の
平
準
化
が
必

要
な
た
め
、基
金
を
創
設
し
て
は
。

　

Ａ　

全
て
の
施
設
を
維
持
す
る

こ
と
が
難
し
い
中
で
、
基
金
に
よ

る
財
源
確
保
は
有
効
で
あ
る
た 

め
、
創
設
に
向
け
、検
討
し
た
い
。

　

Ｑ　

本
市
の
児
童
・
生
徒
数 

は
、
昭
和　

年
か
ら
半
減
し
た 

５８

が
、
財
政
的
な
視
点
か
ら
、
学
校

施
設
の
整
備
を
ど
う
考
え
る
か
。

　

Ａ　

施
設
の
計
画
的
な
整
備 

は
、
経
費
削
減
と
財
政
負
担
の
平

準
化
を
図
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

地
域
や
保
護
者
な
ど
の
意
見
を
聞

き
な
が
ら
再
整
備
を
進
め
た
い
。

　

Ｑ　

道
の
駅
の
整
備
で
は
、
消

防
庁
舎
跡
地
な
ど
を
利
用
し
て
、

一
体
化
を
考
え
な
い
か
。

　

Ａ　

道
の
駅
の
計
画
地
は
、
立

地
上
の
利
点
や
他
の
政
策
と
の
整

合
性
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か

ら
比
較
検
討
し
、
決
定
し
て
お 

り
、
変
更
す
る
考
え
は
な
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症 

の
感
染
拡
大
防
止
に
向
け
て

災
害
発
生
時
の
避
難
行
動

要
支
援
者
に
対
す
る
取
り
組
み
は

予
算
編
成
な
ど
で
統
一
的
な

基
準
に
よ
る
財
務
書
類
の
活
用
を

請 願 ・ 陳 情 の 審 査 結 果
審 査 日
結　 　 果

件　　　　　　名付託委員会

令和２年９月９日
趣 旨 了 承

義務教育に係る国による財
源確保と、３５人以下学級の
着実な実施・進行を図り、
教育の機会均等と水準の維
持・向上並びに行き届いた
教育の保障に関する陳情書

総 務 教 育
令和２年９月９日
趣 旨 不 了 承

「別居、離婚後の面会交流
についての法整備を求める
意見書の提出」を求める陳
情

令和２年９月９日
趣 旨 不 了 承

国に対し「消費税率５％へ
の引下げを求める意見書」
の提出を求める陳情書

令和２年９月８日
趣 旨 不 了 承

新型コロナウイルス感染症
に関する陳情

経 済 建 設

　

議
員
が
市
民
に
対
し
、
お

金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、
公

職
選
挙
法
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
が
議
員
に
対

し
寄
付
を
求
め
る
こ
と
も
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

公
職
選
挙
法
に
よ
る

禁
止
行
為

◇
議
員
の
寄
付
禁
止

◇
議
員
へ
の
寄
付
勧
誘
・

要
求
の
禁
止

市市市市市市市市市市市市市議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会へへへへへへへへへへへへへののののののののののののの請請請請請請請請請請請請請願願願願願願願願願願願願願ややややややややややややや陳陳陳陳陳陳陳陳陳陳陳陳陳情情情情情情情情情情情情情
◆どなたでも提出できます
　市民の皆さんは、身近で困っている問題について市議会にその
実情を訴えることができます。これを請願や陳情といいます。

◆提出には、次のことに注意してください
・書式は≪例≫を参考に、日本語で簡潔にまとめてください。内
容が２件以上にわたるときは、１件ごとに提出してください。

・請願（陳情）者が複数の場合は、代表者を決めてください。
・請願（陳情）は、必ず議会事務局へ持参してください。
・定例会初日前３日（土 ･日曜日、休日を除く）までに提出して
ください。郵送の場合は、請願（陳情）として受け付けること
はできませんが、要望書とし
て全議員に配付します。

・請願（陳情）者の住所・氏名
は一般に公開されますので、
あらかじめご了承ください。

※請願には１人以上の紹介議員
が必要ですが、陳情には必要
ありません。請願と陳情の違
いなど詳しくは事務局に問い
合わせてください。

※請願（陳情）者が数人連署す
る場合は全員の氏名、住所、
押印をお願いいたします。

《例》

○○○に関する請願（陳情） 

令和　年　月　日 

綾瀬市議会議長　 
○ ○ ○ ○ 　殿 

紹介議員　 
　（署名または記名押印） 

請願（陳情）者 
　　　　住所 
　　　　氏名　○○○○　印 

趣旨 

理由 


